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外国人材の雇用や生活に関する相談は  

外国人材支援センター(商工課内)まで。

 
　くらしのガイドブックは、行政情報や医療機関などの地域情報のほか、事業者の広告を掲載し

たもので、前回の発行から 2年が経過することから内容を改訂して発行します。 

　発行は自治体が持つ行政情報と、民間による地域情報誌発行のノウハウを組み合わせた｢官民

共同事業｣として、(株)サイネックスと共同発行するもので、令和 9 年 1月から市内の全世帯お

よび転入者などに配布する予定です。 

　発行に伴い、5月上旬から 7月にかけて笠間市章入りの身分証明書をつけた(株)サイネックス

の広告担当者が広告募集の営業活動を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

⑩ ｢かさまくらしのガイドブック」の発行にご協力ください 

問　秘書課(内線 225）

 
道路に落ちた大きな泥のかたまりなどは、通行の妨げになる恐れがあります。トラクターなどで

の農作業の際、田や畑から公道に出る前には、必ず泥を落としてから走行するようお願いします。 

　やむを得ず道路を汚した場合は速やかに清掃するなど、マナーを守り農作業を進めていただき

ますようご協力をお願いします。

⑧ 農作業に伴う道路の泥汚れ防止にご協力ください　問　農政課(内線 530)

 
　都市の将来像を示す｢笠間都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針｣(県央圏域都市

計画区域マスタープラン)に係る都市計画の案について、次のとおり縦覧を行います。 

案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。 

案の内容　｢笠間都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(県央圏域都市計画区域

マスタープラン)の変更 

縦覧期間　5 月 7 日（木）～21日（木） 

提出方法　窓口で直接または郵送でご提出ください。 

意見書の提出先　県知事 大井川 和彦(茨城県土木部都市局都市計画課扱い)あて 

〒310-8555　水戸市笠原町 978-6

⑨ 都市計画の案の縦覧を行います 

問　県都市計画課　℡ 029-301-4592　市都市計画課(内線 587)　

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016292.html

